
令和７年９月１日 

当院の施設基準について 
 
当院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生

（支）局に届出を行っています。 

 

  

歯科初診料の注 1 に規定する基準 

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯

科医師およびスタッフが在籍しています。 

 

 

明細書発行体制等加算 

個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。 

 

 

医療情報取得加算 

当院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用で

きます。 患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイ

ナ保険証の利用にご協力ください。  

 

 

医療 DX 推進体制整備加算 

当院では、オンライン資格確認などを活用し、質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療

実施の際に活用しています。 
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歯科外来診療医療安全対策加算 1 

医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置しており、安心で安全な歯科医

療環境の提供を行うために以下の機器を保有しています。 

・自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 

・経皮的動脈血酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター） 

・酸素（人工呼吸・酸素吸入用のもの） 

・血圧計 

・救急蘇生セット 

緊急時においては他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。 

連携先医療機関名：県立淡路医療センター  

〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋１丁目１−１３７ 電話番号 0799-22-1200 

 

  

歯科外来診療感染対策加算１ 

当院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。 

 

 

歯科治療時医療管理料 

患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取る

ことができます。 

 

  

在宅患者歯科治療時医療管理料 

治療前、治療中及び治療後における患者さんの全身状態を管理できる体制を整備しており、他の保険医療

機関と連携し、緊急時の対応を確保しています。 
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有床義歯咀嚼機能検査/咀嚼能力検査/咬合圧検査 

義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼

能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。 

  

 

睡眠時歯科筋電図検査  

睡眠時に歯ぎしりの疑いがある患者さんに、夜間睡眠時の筋活動を測定するための機器等を備えていま

す。 

 

 

歯科口腔リハビリテーション料 2 

顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し指導や訓練を行っています。 

 

 

光学印象 

患者さんの CAD/CAM インレーの製作に際し、デジタル印象採得装置を活用して歯型取りを実施してい

ます。  

 

 

歯科技工士連携加算 2 

歯科医師と歯科技工士が情報通信機器を用いて業務を行い、補綴物の製作を行なっております。 

 

 

CAD/CAM 冠および CAD/CAM インレー 

CAD/CAM とよばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて作製される冠（被せ物）やインレ

ー（詰め物）を用いて治療を行なっています。 
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クラウン・ブリッジ維持管理 

装着した冠（かぶせ物）やブリッジについて、2 年間の維持管理を行っています。 

 

 

当院は保険医療機関です。 

 

 

個人情報保護法を順守しています。 

問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型等の「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用し

ません。 

 

 

新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い 

新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より 6 ヵ月以上を経過していなければできません。 

他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。 

 

 

当院では診療情報の文書提供に努めています。 

 

 

医療法人 太田歯科・矯正歯科  理事長 太田雅之 
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